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はじめに

　この本は、主に子育て支援部門に配属された自治体職員の方向けに、
業務の「全体像」や「制度の意義」を押さえながら、「分野独自の用語」
理解を土台に、「具体的な仕事のノウハウや心構え」をお伝えする本です。
　あなたが窓口部門の担当であれば、自信をもって保護者に対応したい
と思ったり、あなたが政策部門の担当であれば、ちょうど鳥が空から眼
下を眺めるように、俯瞰して現今の課題を明らかにしたいと願ったりし
たとき、その場しのぎの対処法を理解するだけでは、仕事の手応えを実
感しにくいかもしれません。この本が「全体像」の理解が進むようにま
とめられているのはそうした悩みに応えるためです。
　また、この本を手にされた方のなかには、子育て支援部門への異動が
不本意だった方もあるかもしれません。異動の事実を変えることはでき
ませんが、事実の受け止めを変えることはできます。「制度の意義」を
理解し、この部門に配属されたことを意気に感じていただくことができ
れば、ご自身にとっても支援の相手にとっても有意義な仕事になるで
しょう。子育て支援は間違いなくやりがいのある業務です。
　さらに、子育て支援は福祉・保健・教育分野など多岐にわたり、多様
な施策や事業、施設などの用語の理解が必要です。この分野に対する抵
抗感が薄れるよう、「分野独自の用語」の説明を随所に盛り込みました。
　具体的には、第１章で「子育て支援の意義や概要」、第２章で「心得
るべき仕事の初手」、第３章から第８章で「分野ごとの意義や業務の内容」
を押さえ、最後の第９章で「仕事を深める次の手」を確認していきます。
　この本を手に、あなたが生き生きとやりがいをもって仕事に取り組ま
れ、それが住民の幸せにつながる一助となることを願っています。

　2023 年３月

 水畑明彦
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下記法令については略記した。
子ども・子育て支援法に基づく基本指針…教育・保育及び地域子ども・
子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに
地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実
施を確保するための基本的な指針
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▶▶侵さざるべき子どもの基本的人権
　１－１では、子育て中の「親」を支援（子育て支援）する観点で制度
を見てきました。そもそも国・自治体・地域社会が子育て支援に力を注
ぐのは、「社会の希望であり、未来をつくる存在」（「子ども・子育て支援
法に基づく基本指針」より）である「子どもたち」を育てているお母さん・
お父さんもまた、社会の希望、未来をつくる存在に違いないからです。
つまり、子育て支援には、子どもと親両者への支援が含まれています。
　子どもへの支援を理解するにあたり、児童福祉法の総則には、国民の
努力すべき義務とともに、子どもの権利が明示されています。

　児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）は、子どもの基本的人
権を国際的に保障するために定められた条約で、1989 年の国連総会で
採択され、日本は 1994 年に批准しました。

■児童福祉法
第１条　全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に
養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、
その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他
の福祉を等しく保障される権利を有する。
第２条　全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあ
らゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が
尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育
成されるよう努めなければならない。
　（第２・３項省略）

21 ◎…「子育て支援」は
「子ども・子育て
支援」の略
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　この条約では、①おとなと同様に子どもにも認めるべき一人の人間と
しての権利と、②成長の過程で特別な保護や配慮が必要である子どもな
らではの権利が定められています。
　「権利」と聞くと「義務」と背中合わせのものと受け止める向きもあ
るでしょうが、この「子どもの権利」は義務の対価として得られる利益
ではありません。侵さざるべき基本的人権を指しています。
　この条約では、図表１で示す４つを原則としています。この原則に基
づき、子どもの「生存（生きる権利）」「発達（育つ権利）」「保護（守ら
れる権利）」「参加（参加する権利）」などを包括的に実現・確保するた
めの具体的事項が規定されています。

　国内では、2023 年４月施行のこども基本法が、本条約の国内法にあ
たります。この法律では、①おとなになるまでのこどもの健やかな成長
に対する支援、②就労・結婚・妊娠・出産・育児等の各段階に応じた支
援、③こどもの養育環境の整備などを「こども施策」と定義しています。
　その上で、差別の禁止、生命・生存及び発達に対する権利、こどもの
意見の尊重及びこどもの最善の利益など、こども施策実施にあたっての
基本理念が定められています。

▶▶児童を健やかに育む国・自治体の責任
　次に、子どもの健全育成に関する責任について確認します。これも児

図表１　子どもの権利条約・４つの原則

※ 本条約の４つの原則に直接関係する条文（第２、３、６条及び第 12 条）をアイコ
ン化したもの（©日本ユニセフ協会）
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▶▶現場を知ることで想像力の不足を補う
　子育て支援の業務は、支援の対象である家庭の状況や、その家庭をつ
なぐ先の施設や事業・サービスをよく理解することが非常に大切です。
　ちょっとした窓口での会話でも、例えば、住民に「それは大変でした
ね」と言葉をかけたとき、共感してもらえたと伝わるか、取ってつけた
ように聞こえてしまうかは、発言した人がその苦労の度合いをどれだけ
理解しているかに左右されます。
　他者の気持ちや状況を理解するということは正しく想像することで
す。これができれば、適切な対応につなげられますし、信頼を築くこと
もできます。逆に、誤った想像は誤解につながって相手が気を悪くする
かもしれません。あるいは、想像さえもできなければ、行き当たりばっ
たりの対応となって話が噛み合わない結果にもなりかねません。
　といっても人生経験には限界があります。想像する力を補い、適切で
良質な業務を進めるためにも、当事者の話を聞いたり、現場を訪問した
りするなどして、見聞を広げていきましょう。

▶▶通り一辺倒の対応は相手に信用されない
　入庁１年目、保育所入所事務の担当だった私は、保育所の入所選考に
漏れて待機となる大勢の保護者の方々に、それを知らせる通知を送って
いました。たくさんの方が困って窓口に来られましたが、最後まで納得
いただけなかったお父さんの「（自営の工場で）子どもが危険な環境の
なかで子どもを見ながら仕事をしているのに、何も知らんまま決めや

32 ◎…実情と現場を知って
アドバンテージを
手に入れる
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がって」という言葉が心に刺さっていました。
　従前から国は、保育所入所の決定にあたっては、画一的な書面審査に
頼ることなく、必要に応じて実地調査を行うこととしてきました。
　保育所の利用調整では公平性や透明性が求められるため、家庭での保
育が困難な度合いを点数化している役所がほとんどです。そのようなな
か、実態を詳しく把握したとしても、それを選考に適切に反映させるこ
とは難しいことも事実です。しかし、人生経験の不足からその家庭の状
況を全くイメージできていなかったのもまた事実でした。後ろめたさが
残った私は、次の年には、特に入所可否のボーダーライン付近の家庭に
ついては、実地調査も取り入れて決定することとしました。
　例えば、農家のお母さんは、畦道で子どもを遊ばせながら農作業をさ
れていました。また、自営の店を切り盛りしていたお母さんの傍には低
い円形の囲いが置いてあり、そのなかで子どもが玩具で遊んでいました。
どれも見に行かなければわからないことでした。そうした事例をいくつ
も見ていったことで、その後の窓口対応でも、相手の琴線にふれる寄り
添った言葉かけができたり、逆に、相手がことさら大変さを主張されて
も、相手のペースに吞み込まれずに冷静に状況の聞き取りができたりす
るようになりました。このように子育ての実際を知る努力をすることは、
窓口対応や施策の充実において、非常に大切な視点だといえます。

▶▶相手のリアルな状況をカラーでイメージする
　実地に訪問することだけが理解の方法ではありません。提出いただい
た書類から、申請者のリアルな状況をカラーでイメージできるようにな
ることも大切です。
　例えば、保育所入所の申請で、両親がフルタイムで働いている状況だ
と書かれていれば、入所の優先度合いが高いと一般的に判断されます。
しかし、今日のこの日もフルタイムで働いているとすれば、子どもはど
こで過ごしているのか、認可外保育施設なのか、それとも実は入園後に
フルタイムになるという話なのか、いや、祖父母が見ているか。など、
状況を想像することで、申請者に確認しなければならない内容や、必要
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▶▶子育ての関わり合いが希薄化している
　主に児童福祉法において推進されている「子育て支援事業」から、家
庭での子育てに対する支援や、学童期（主に小学生）の子どもへの育成
支援について見ていきます。
　共働き家庭の増加などにより、保育所や認定こども園に乳幼児の早期
から子どもを通わせる家庭は増加していますが、それでも育児休業の活
用などにより、０歳児の 82.5％、１～２歳児の 44.0％は、保護者が家庭
で育児をしている状況です（厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ
（令和４年度）」の保育所等利用率より）。園の場所や定員の空きなどの
条件が揃わない場合や、子どもや親自身が園になじめなかった場合など、
保育を利用したい希望はあっても未就園の場合もあり、無園児とも呼ば
れています。家庭での子育ての状況はさまざまですが、親類や地域資源
との関係が希薄で、育児や子どもの発達面などについて悩みを抱えてい
たり、養育面の支援が必要であったりする例は少なくありません。
　また、視点を小学校以降に移すと、日中保護者が留守の家庭における
放課後や夏休みなどの子どもの居場所や、家庭の経済状況などの影響に
よる学校教育以外での体験や学習機会の格差が課題となっています。

▶▶家庭での子育てと子ども育成支援の体系
　家庭での子育てに対する支援は、①子育て親子の交流、相談・援助、
情報提供と、②非定期的な預かり、育児の支援に分けて捉えることがで
きます。また、それらに加え、③（主に就学後の子どもに関する）育成

14 ◎…在宅での子育てを
支え、学齢期の子
どもを育む
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支援、居場所支援、体験・活動、保護者支援の３つに整理し、この章で
挙げる事業の体系を確認しておきます（図表 21）。

▶▶悩みに寄り添い、希望に沿った子育てを後押しする
　子育ての毎日が、時に辛いことがあるなかでも我が子の育ちに応じて
かけがえのない喜びの日々になればよいものの、現実には育児や子ども
の発達に悩み、喜びを感じられない親は多くいます。
　家庭でいつも子どもと一対一の親から「私のまわりは子どもを保育園
に入れて、働いて稼いでいる。私は家で子どもとずっと一緒で、疲れ果
てていても何の支援もない。家にいるだけ損だ」と憤りをぶつけられた
ことがあります。子育て支援は、保育所の整備など仕事との両立支援が
前面に出ることが多いですが、その陰で家庭での子育てに悩んでいる家

乳児期 学童期幼児期 少年期
（～ 5歳）（～ 1歳） （小学生） （～ 18歳）

●地域子育て支援拠点●地域子育て支援拠点
●地域子育て相談機関
（2024 年度より）
●地域子育て相談機関
（2024 年度より）

●親子関係形成支援（2024 年度より）●親子関係形成支援（2024 年度より）

●児童厚生施設（児童館・児童遊園）●児童厚生施設（児童館・児童遊園）

①子育て親子
　の交流
　相談・援助
　情報提供

●一時預かり●一時預かり

●放課後
　児童クラブ
●放課後
　児童クラブ
●放課後
　子供教室
●放課後
　子供教室

●子育て短期支援●子育て短期支援
●子育て援助活動支援
（ファミリーサポートセンター）
●子育て援助活動支援
（ファミリーサポートセンター）

②非定期的な
　預かり
　育児の支援

新・放課後こどもプラン新・放課後こどもプラン
子育てと仕事の両立子育てと仕事の両立

地域・学校の協働地域・学校の協働

養育的支援養育的支援

③育成支援
　居場所支援
　体験・活動
　保護者支援

●児童育成支援拠点
　（2024 年度より）
●児童育成支援拠点
　（2024 年度より）

児童育成全般

図表 21　家庭での子育て・子ども育成支援の体系


